
別 添 １ 
○ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

( 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と

お り と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

八 設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯

移 動 地 球 局 

九 ～ 十  （ 略 ） 

 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

八 設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯

移 動 地 球 局 

   設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 に 規 定 す る 技 術 基 準 

九 ～ 十 三  （ 略 ） 

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と

お り と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

 

 

八 ～ 九  （ 略 ） 

 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

 

 

 

八 ～ 十 二  （ 略 ） 

 



別 添 ２ 

一 

 

○ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

目 次 

第 一 章 ～ 第 三 章  （ 略 ） 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 

 第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 一 の 二 （ 略 ） 

第 四 節 の 二 十 一 の 三 回 転 翼 航 空 機 に 搭 載 し て 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目

的 と し て 開 設 す る 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九

条 の 二 十 四 の 三 ） 

第 四 節 の 二 十 一 の 四 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無

線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 ） 

第 四 節 の 二 十 二 二 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の

無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 五 ） 

第 四 節 の 二 十 二 の 二 ～ 第 九 節 （ 略 ） 

第 五 章 （ 略 ） 

 

第 一 条 ・ 第 二 条 （ 略 ） 

目 次 

第 一 章 ～ 第 三 章  （ 略 ） 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 

 第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 一 の 二 （ 略 ） 

第 四 節 の 二 十 一 の 三 回 転 翼 航 空 機 に 搭 載 し て 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目

的 と し て 開 設 す る 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九

条 の 二 十 四 の 三 ） 

 

 

第 四 節 の 二 十 二 二 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の

無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 五 ） 

 第 四 節 の 二 十 二 の 二 ～ 第 九 節 （ 略 ） 

第 五 章 （ 略 ） 

 

第 一 条 ・ 第 二 条 （ 略 ） 

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 三 条 こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 第 三 条 こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 

 一 ～ 九 （ 略 ）  一 ～ 九 （ 略 ） 

十 「 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 」 と は 、 公 共 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て

開 設 さ れ た 携 帯 基 地 地 球 局 と 携 帯 移 動 地 球 局 と の 間 で 、 主 と し て 防 災 対 策 の

た め に 行 わ れ る 無 線 通 信 及 び そ の 無 線 通 信 を 制 御 す る た め に 行 わ れ る 無 線 通

信 を い う 。 

 

十 一 ～ 十 五 （ 略 ） 十 ～ 十 四 （ 略 ） 

第 三 条 の 二 ～ 第 十 四 条 （ 略 ） 第 三 条 の 二 ～ 第 十 四 条 （ 略 ） 

（ 人 体 頭 部 に お け る 比 吸 収 率 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 陸 上 移 動 局 、 非 静 止 衛 星( 対 地 静 止 衛 星( 地 球 の 赤 道 面 上 に 円 軌 道 を 有

し 、 か つ 、 地 球 の 自 転 軸 を 軸 と し て 地 球 の 自 転 と 同 一 の 方 向 及 び 周 期 で 回 転

（ 人 体 頭 部 に お け る 比 吸 収 率 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 陸 上 移 動 局 、 非 静 止 衛 星( 対 地 静 止 衛 星( 地 球 の 赤 道 面 上 に 円 軌 道 を 有

し 、 か つ 、 地 球 の 自 転 軸 を 軸 と し て 地 球 の 自 転 と 同 一 の 方 向 及 び 周 期 で 回 転



二 

す る 人 工 衛 星 を い う 。 以 下 同 じ 。) 以 外 の 人 工 衛 星 を い う 。 以 下 同 じ 。) に 開

設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 、 第

四 十 九 条 の 二 十 三 の 二 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 、 イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動

地 球 局( イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 に 限 る 。) 及 び 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 に

規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備( 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 対 象 無

線 設 備 」 と い う 。) は 、 対 象 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ る 電 波( 対 象 無 線 設 備 又 は

同 一 の 筐 体 に 収 め ら れ た 他 の 無 線 設 備( 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限

る 。) か ら 同 時 に 複 数 の 電 波( 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 複 数 電 波 」 と い

う 。) を 発 射 す る 機 能 を 有 す る 場 合 に あ つ て は 、 複 数 電 波) の 人 体( 頭 部 及 び 両

手 を 除 く 。) に お け る 比 吸 収 率( 電 磁 界 に さ ら さ れ た こ と に よ つ て 任 意 の 生 体

組 織 一 〇 グ ラ ム が 任 意 の 六 分 間 に 吸 収 し た エ ネ ル ギ ー を 一 〇 グ ラ ム で 除 し 、

更 に 六 分 で 除 し て 得 た 値 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 毎 キ ロ グ ラ ム 当 た り 二 ワ ッ ト

( 四 肢 に あ つ て は 、 毎 キ ロ グ ラ ム 当 た り 四 ワ ッ ト) 以 下 と す る も の で な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 に つ い て は こ の 限 り で な い 

す る 人 工 衛 星 を い う 。 以 下 同 じ 。) 以 外 の 人 工 衛 星 を い う 。 以 下 同 じ 。) に 開

設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 、 第

四 十 九 条 の 二 十 三 の 二 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移

動 地 球 局( イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 に 限 る 。) の 無 線 設 備( 以 下 こ の 項 及 び 次

項 に お い て 「 対 象 無 線 設 備 」 と い う 。) は 、 対 象 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ る 電 波

( 対 象 無 線 設 備 又 は 同 一 の 筐 体 に 収 め ら れ た 他 の 無 線 設 備( 総 務 大 臣 が 別 に 告

示 す る も の に 限 る 。) か ら 同 時 に 複 数 の 電 波( 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て

「 複 数 電 波 」 と い う 。) を 発 射 す る 機 能 を 有 す る 場 合 に あ つ て は 、 複 数 電 波)

の 人 体( 頭 部 及 び 両 手 を 除 く 。) に お け る 比 吸 収 率( 電 磁 界 に さ ら さ れ た こ と に

よ つ て 任 意 の 生 体 組 織 一 〇 グ ラ ム が 任 意 の 六 分 間 に 吸 収 し た エ ネ ル ギ ー を 一

〇 グ ラ ム で 除 し 、 更 に 六 分 で 除 し て 得 た 値 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 毎 キ ロ グ ラ

ム 当 た り 二 ワ ッ ト( 四 肢 に あ つ て は 、 毎 キ ロ グ ラ ム 当 た り 四 ワ ッ ト) 以 下 と す

る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 に つ い て は こ の 限

り で な い 
 一 ・ 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 一 ・ 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

第 十 五 条 ～ 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 三 （ 略 ） 第 十 五 条 ～ 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 三 （ 略 ） 

第 四 節 の 二 十 一 の 四  防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球

局 の 無 線 設 備 

 

  

第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四  対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 防

災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で 二 、 〇 〇 〇 ＭＨ
ｚ

か

ら 二 、 〇 〇 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 二 、 一 九 〇 ＭＨ
ｚ

か ら 二 、 一 九 五

ＭＨ
ｚ

の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

 

一 一 般 的 条 件 
 

イ 携 帯 基 地 地 球 局 と 通 信 を 行 う 個 々 の 携 帯 移 動 地 球 局 の 送 信 装 置 が 自 動

的 に 識 別 さ れ る も の で あ る こ と 。 

 



三 

ロ 携 帯 移 動 地 球 局 が 使 用 す る 周 波 数 は 、 携 帯 基 地 地 球 局 の 制 御 信 号 に よ

り 自 動 的 に 選 択 さ れ る も の で あ る こ と 。 

 
二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す

る こ と 。 

 

  

   

 

 

  



別 添 ３ 

一 

○ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 
特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ）           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） （ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 十 の 三 （ 略 ） 一 ～ 三 十 の 三 （ 略 ） 

三 十 の 四  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が

定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

 

三 十 一 ～ 七 十 二 （ 略 ） 三 十 一 ～ 七 十 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 の 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す

る 。 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 の 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す

る 。 

(1
)

・ (2
)

 （ 略 ） (1
)

・ (2
)

 （ 略 ） 

(3
)

 特 性 試 験 (3
)

 特 性 試 験 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る

も の で あ る か ど う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る

も の で あ る か ど う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

ア （ 略 ） 

 

  ア （ 略 ） 

 

 

 

 

 

一 

 

 

装 

 

 

 

 

 

 

 

 

二  試 験 項

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 測 定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

（ 略 ） 第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

号 

第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

号 

第 
二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

一 

（ 略 ） 

 

 

 

 

 
一 

 

 

装 

 

 

 

 

 

 

 

 

二  試 験 項

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 測 定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

（ 略 ） 第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

号 

第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

一 

（ 略 ） 



二 

 
置 

  の 

三 

の 

無 

線 

設 

備 

 

 

の 

四 

の 

無 

線 

設 

備 

 

号 

の 

無 

線 

設 

備 

 
送 

信 

周 波 数 周 波 数 計 又 は ス ペ

ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ ○ ○ （ 略 ） 

装 

置 

占 有 周 波 数

帯 幅 

疑 似 音 声 発 生 器 又

は 疑 似 信 号 発 生 器 

バ ン ド メ ー タ 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ ○ ○ （ 略 ） 

 ス プ リ ア ス

発 射 又 は 不

要 発 射 の 強

度 

低 周 波 発 振 器 

ス プ リ ア ス 電 力 計

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ） ○ ○ ○ （ 略 ） 

 空 中 線 電 力 電 力 計 、 電 界 強 度

測 定 器 又 は ス ペ ク

ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ ○ ○ （ 略 ） 

 比 吸 収 率 比 吸 収 率 測 定 装 置 （ 略 ）  ○ 

注 

1
3  

 （ 略 ） 

 周 波 数 偏 移

又 は 周 波 数 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 又 は 変 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 偏 位 又 は 変 調 度 計      

 

置 

  の 

三 

の 

無 

線 

設 

備 

 

 

号 

の 

無 

線 

設 

備 

 

送 

信 

周 波 数 周 波 数 計 又 は ス ペ

ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

 

○ （ 略 ） 

装 

置 

占 有 周 波 数

帯 幅 

疑 似 音 声 発 生 器 又

は 疑 似 信 号 発 生 器 

バ ン ド メ ー タ 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ ○ （ 略 ） 

 ス プ リ ア ス

発 射 又 は 不

要 発 射 の 強

度 

低 周 波 発 振 器 

ス プ リ ア ス 電 力 計

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ） ○ ○ （ 略 ） 

 空 中 線 電 力 電 力 計 、 電 界 強 度

測 定 器 又 は ス ペ ク

ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ ○ （ 略 ） 

 比 吸 収 率 比 吸 収 率 測 定 装 置 （ 略 ）  

 

 

 （ 略 ） 

 周 波 数 偏 移

又 は 周 波 数 
低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 又 は 変 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 偏 位 又 は 変 調 度 計     



三 

調 度 

 変 調 衝 撃 係

数 

低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 プ レ エ ン フ

ァ シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 搬 送 波 電 力 低 周 波 発 振 器 
ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 総 合 周 波 数

特 性 

低 周 波 発 振 器 

電 力 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 総 合 歪 及 び

雑 音 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

歪 率 雑 音 計 
（ 略 ）    （ 略 ） 

 送 信 立 ち 上

が り 時 間 及

び 送 信 立 ち

下 が り 時 間 

オ シ ロ ス コ ー プ 又

は ス ペ ク ト ル 分 析

器 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 送 信 時 間 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 隣 接 チ ャ ネ

ル 漏 え い 電

力 又 は 帯 域

外 漏 え い 電

力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 搬 送 波 を 送

信 し て い な

い と き の 電

力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ）   ○  （ 略 ） 

        

調 度 

 変 調 衝 撃 係

数 

低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 プ レ エ ン フ

ァ シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 搬 送 波 電 力 低 周 波 発 振 器 

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 総 合 周 波 数

特 性 

低 周 波 発 振 器 

電 力 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 総 合 歪 及 び

雑 音 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 送 信 立 ち 上

が り 時 間 及

び 送 信 立 ち

下 が り 時 間 

オ シ ロ ス コ ー プ 又

は ス ペ ク ト ル 分 析

器 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 送 信 時 間 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 隣 接 チ ャ ネ

ル 漏 え い 電

力 又 は 帯 域

外 漏 え い 電

力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 搬 送 波 を 送

信 し て い な

い と き の 電

力 
低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機

又 は ス ペ ク ト ル 分

析 器 

（ 略 ）   （ 略 ） 



四 

送 信 速 度 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）  （ 略 ） 
受 副 次 的 に 発 電 界 強 度 測 定 器 又 （ 略 ） ○ ○  （ 略 ） 

信 

装 

す る 電 波 等

の 限 度 

は ス ペ ク ト ル 分 析

器 

     

置 感 度 標 準 信 号 発 生 器 
レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 通 過 帯 域 幅 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 減 衰 量 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 ス プ リ ア

ス ・ レ ス ポ

ン ス 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 隣 接 チ ャ ネ

ル 選 択 度 

低 周 波 発 振 器 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は オ シ

ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 感 度 抑 圧 効

果 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 相 互 変 調 特

性 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 局 部 発 振 器

の 周 波 数 変

周 波 数 計 （ 略 ）    （ 略 ） 

 送 信 速 度 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）  

 

 

 

（ 略 ） 

受 副 次 的 に 発 電 界 強 度 測 定 器 又 （ 略 ） ○  （ 略 ） 

信
装 

す る 電 波 等

の 限 度 

は ス ペ ク ト ル 分 析

器 

    

置 感 度 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 通 過 帯 域 幅 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 減 衰 量 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 ス プ リ ア

ス ・ レ ス ポ

ン ス 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 隣 接 チ ャ ネ

ル 選 択 度 

低 周 波 発 振 器 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は オ シ

ロ ス コ ー プ 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 感 度 抑 圧 効

果 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 相 互 変 調 特

性 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率

雑 音 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 局 部 発 振 器

の 周 波 数 変

周 波 数 計 （ 略 ）   （ 略 ） 



五 

動 

 デ ィ エ ン フ

ァ シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 総 合 歪 及 び

雑 音 

標 準 信 号 発 生 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）    （ 略 ） 

 

動 

 デ ィ エ ン フ

ァ シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 総 合 歪 及 び

雑 音 

標 準 信 号 発 生 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）   （ 略 ） 

 

注 １ ～ 2
2  （ 略 ） 注 １ ～ 2
2  （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

様式第７号（第８条、第 20条、第 27条及び第 36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番

号を付加したものとする。 

表示（略） 

様式第７号（第８条、第 20条、第 27条及び第 36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番

号を付加したものとする。 

表示（略） 

注１～３ （略） 注１～３ （略） 

  ４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証

明機関又は承認証明機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字

目は特定無線設備の種別に従い次表に定めるとおりとし、その他の文字

等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

特 定 無 線 設 備 の 種 別 記 号 

（略） （略） 

第２条第１項第 30号の 3に掲げる無線設備 ＯＴ 

第２条第１項第 30号の 4に掲げる無線設備 ＭＳ 

第２条第１項第 21号に掲げる無線設備 ＷＺ 

（略） （略） 

  ５ （略） 

  ４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証

明機関又は承認証明機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字

目は特定無線設備の種別に従い次表に定めるとおりとし、その他の文字

等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

特 定 無 線 設 備 の 種 別 記 号 

（略） （略） 

第２条第１項第 30号の 3に掲げる無線設備 ＯＴ 

  

第２条第１項第 31号に掲げる無線設備 ＷＺ 

（略） （略） 

  ５ （略） 
 

 

 



別 添 ４ 

 

○ 平 成  年 総 務 省 告 示 第  号 （ 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） 

 

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛 星 通

信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

一 送 信 装 置 の 条 件  

１ 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 二 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。  

２ 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 漏 え い 電 力 は 、 搬 送 波 を 送 信 し て い る と き の 平 均 電 力 よ り 六 〇 デ ジ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ る こ と 。 

二 空 中 線 の 条 件  

携 帯 移 動 地 球 局 が 送 信 又 は 受 信 す る 電 波 の 偏 波 は 、 右 旋 円 偏 波 で あ る こ と 。 

 
 



別 添 ５ 

 

○ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 百 五 十 九 号 （ 無 線 局 免 許 申 請 書 等 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 の 各 欄 に 記 載 す る た め の コ ー ド 表 （ 無 線 局 の 目 的 コ ー ド 及

び 通 信 事 項 コ ー ド を 除 く 。 ） を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

別表第二十三号 無線設備の規格コード 別表第二十三号 無線設備の規格コード 

項     目 コード 

（略） （略） 

設備規則第 49 条の 24 の 3 に規定する携帯移動

地球局の無線設備 

HST 

設備規則第 49 条の 24 の 4 に規定する携帯移動

地球局の無線設備 

SCS 

設備規則第 45 条の 21 に規定する航空機地球局

の無線設備 

AES 

（略） （略） 

  

項     目 コード 

（略） （略） 

設備規則第 49 条の 24 の 3 に規定する携帯移動

地球局の無線設備 

HST 

 

 

 

設備規則第 45 条の 21 に規定する航空機地球局

の無線設備 

AES 

（略） （略） 
 

 

 

 
 



別 添 ６ 

 

○ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 百 六 十 号 （ 無 線 局 免 許 申 請 書 等 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 の 無 線 局 の 目 的 コ ー ド の 欄 及 び 通 信 事 項 コ ー ド の 欄 に 記 載 す る た め の コ ー ド 表

を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 

  

項     目 コード 

（略） （略） 

放流警報又は霧警報に関する事項 DFW 

無線航行衛星業務に関する事項 ＲＮＳ 

航空保安事務に関する事項 ACH 

（略） （略） 

  

  

項     目 コード 

（略） （略） 

放流警報又は霧警報に関する事項 DFW 

  

航空保安事務に関する事項 ACH 

（略） （略） 
 

 

 

 
 



別 添 ７ 

一 

○ 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 一 二 二 八 号 （ 宇 宙 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 送 信 設 備 の ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示

案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

 一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 

 四 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛

星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で 二 、 〇 〇 〇 ＭＨ
ｚ

か ら 二 、 〇 〇

五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 二 、 一 九 〇 ＭＨ
ｚ

か ら 二 、 一 九 五 ＭＨ
ｚ

の 周

波 数 の 電 波 を 受 信 す る 無 線 局 の 送 信 設 備 の ス プ リ ア ス 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 次 の と お り と す る 。 

 

 

周 波 数 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 

ア 一 、 九 二 〇

MH
z

 を 超 え 一

、 九 九 七 MH
z

以

下 

任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 が （

－ ） 一 一 一 ・ 八 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と

す る 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） 以 下 の 値 

イ 一 、 九 九 七

MH
z

を 超 え 二 、

〇 一 〇 MH
z

以 下 

次 の い ず れ か の 値 以 下 

一 任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電

力 が （ － ） 四 一 デ シ ベ ル 以 下 

二 任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電

力 が 次 の 式 に よ り 求 め ら れ る 値 

 



                                                          

二 

 －15.1-40log（   ＋１）デシベル 

Ｆ：必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周

波数と反対方向に離れる周波数の値（単位MHz） 

2Ｆ 
0.288 

ウ 二 、 〇 一 〇

MH
z

を 超 え 二 、

〇 二 五 MH
z

以 下 
任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 が （

－ ） 一 一 六 ・ 八 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

エ ア か ら ウ ま

で に 掲 げ る 周

波 数 以 外 の 周

波 数 

任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 が （

－ ） 四 一 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

 

 

 五 深 宇 宙 に あ る 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 無 線 局 に つ い て は 、 第 一 項 か ら 第 四

項 ま で の 規 定 は 適 用 し な い 。 

 六 （ 略 ） 

 四 深 宇 宙 に あ る 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 無 線 局 に つ い て は 、 第 一 項 か ら 第 三

項 ま で の 規 定 は 適 用 し な い 。 

 五 （ 略 ） 

 

 

 
 



別添８ 
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電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令第67号）の一部を改正する訓令（案） 新旧対照表（下線部分が変更箇所を示す） 

改正案 現行 

別表 2（第３条関係） 

 

別表 2（第３条関係） 

  

無線局の目的、免許の主体及び開設の理由 無線局の目的、免許の主体及び開設の理由 

   

 無線局の目

的 

免許の主体及び開設の理由 通信事項 無線局の目

的 

免許の主体及び開設の理由 通信事項  

 電気通信業

務用 

1～3 (略) (略)  電気通信業

務用 

1～3 (略) (略)   

 公共業務用 4～37 (略) (略)  公共業務用 4～37 (略) (略)  

 38 国土交通省又は防衛省が、航空法

第96条第1項に規定する指示(航空

無線航行による指示を除く。)に

必要な通信を行うために開設する

ものであること。 

航空交通管制に関する事項  38 国土交通省が、航空法第96条

第1項に規定する指示(航空無

線航行による指示を除く。)に

必要な通信を行うために開設

するものであること。 

航空交通管制に関する事項  

 39～46 (略) (略)  39～46 (略) (略)  

 47 内閣府が、内閣府設置法（平成11

年法律第89号）第４条第３項第７

号の６に規定する人工衛星に開設

するものであって、測位の用に供

するための信号を送信することを

主たる目的とするものであるこ

と。 

無線航行衛星業務に関する事

項 

     

 48 

 

外国又は国際機関が、その業務の

遂行上必要な通信を行うために開

設するものであること。 

外交に関する事項  47 外国又は国際機関が、その業

務の遂行上必要な通信を行う

ために開設するものであるこ

と。 

外交に関する事項  

 49～77 (略) (略)  48～76 (略) (略)  

 放送事業用 78～82 (略) (略)  放送事業用 77～81 (略) (略)  

 実験試験用 83～89 (略) (略)  実験試験用 82～88 (略) (略)  

 アマチュア

業務用 

90～91 (略) (略)  アマチュア

業務用 

89～90 (略) (略)  

 一般放送用 92～93 (略) (略)  一般放送用 91～92 (略) (略)  

 簡易無線業

務用 

94 (略) (略)  簡易無線業

務用 

93 (略) (略)  

 一般業務用 95～146 (略) (略)  一般業務用 94～145 (略) (略)  

 基幹放送用 147 (略) (略)  基幹放送用 146 (略) (略)  

 

 

 

別紙１ （第４条関係） 無線局の局種別審査基準 

第１５ アマチュア局 

１～４ （略） 

５ 空中線電力の指定方法 

別紙１ （第４条関係） 無線局の局種別審査基準 

第１５ アマチュア局 

１～４ （略） 

５ 空中線電力の指定方法 
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    使用する送信機の定格出力及び資格に応じて、空中線電力を次表のとおり指定するものとす

る。ただし、指定する空中線電力の範囲を超える場合等については、別表１に掲げる範囲内で送

信機の定格出力に応じて空中線電力を指定する。 

    使用する送信機の定格出力及び資格に応じて、空中線電力を次表のとおり指定するものとす

る。ただし、指定する空中線電力の範囲を超える場合等については、別表１に掲げる範囲内で

送信機の定格出力に応じて空中線電力を指定する。 

 

指定周波数帯 使用する送信機

の定格出力 

指定する空中線電力（Ｗ） 
第1級及び第2級アマチ

ュア無線技士 

第3級アマチュア無線

技士 
第4級アマチュア無線

技士 

（略） （略） （略） 

136.75kHz～ 

52MHz 

50W超100W以下 100 注1   

100W超200W以下 200 注1   

1280MHz 10W以下 10 注2 

（略） （略） （略） 

注1：移動する局の空中線電力については、最大50Wとする。 

注2：レピーター局の空中線電力については、最大1Wとする。 

 

指定周波数帯 使用する送信機

の定格出力 

指定する空中線電力（Ｗ） 
第1級及び第2級アマチ

ュア無線技士 

第3級アマチュア無線

技士 
第4級アマチュア無線 

技士 

（略） （略） （略） 

136.75kHz～ 

52MHz 

50W超100W以下 100 注   

100W超200W以下 200 注   

1280MHz 10W以下 10 

（略） （略） （略） 

 注：移動する局の空中線電力については、最大50Wとする。 

 

 

 

 

別紙２ （第５条関係） 無線局の目的別審査基準 

第１ （略） 

第２ 陸上関係 

１ （略） 

２ 公共業務用 

（１）・（２） （略） 

（３） 公共業務用（通信事項が防災対策に関する事項の無線局（中央防災に係る無線局に限

る。）の場合に限る。） 

     ア 中央防災に係る無線局の審査は、次により行う。 

（ア）～（ウ） （略） 

（エ）回線構成の基本的原則 

      回線構成は、内閣府が内閣府設置法第４条第１項第18号及び第19号並びに第３項

第７号の８及び第15号に規定する任務を遂行すめために必要な通信及び非常災害時

（訓練時を含む。）において情報収集等を行うための通信を確保できるものであるこ

とを基本とする。 

（オ）～（キ） （略） 

      イ （略） 

（４）～（21） （略） 

   ３・４ （略） 

 

第３ 衛星関係 

１ システム別審査基準 

(1)～(12) （略） 

別紙２ （第５条関係） 無線局の目的別審査基準 

第１ （略） 

第２ 陸上関係 

１ （略） 

２ 公共業務用 

（１）・（２） （略） 

（３） 公共業務用（通信事項が防災対策に関する事項の無線局（中央防災に係る無線局に限

る。）の場合に限る。） 

     ア 中央防災に係る無線局の審査は、次により行う。 

（ア）～（ウ） （略） 

（エ）回線構成の基本的原則 

回線構成は、内閣府が内閣府設置法（平成11年法律第89号）第４条第１項第７号

及び第８号並びに第３項第７号及び第15号に規定する任務を遂行すめために必要な

通信及び非常災害時（訓練時を含む。）において情報収集等を行うための通信を確

保できるものであることを基本とする。 

（オ）～（キ） （略） 

      イ （略） 

（４）～（21） （略） 

  ３・４ （略） 

 

第３ 衛星関係 

１ システム別審査基準 

(1)～(12) （略） 

(13) 1164MHzから1300MHzまで及び1559MHzから1610MHzまでの周波数の電波を使用する無線航

行衛星業務の人工衛星局 

ア 無線局の目的 

「公共業務用」であること。 

イ 通信事項 

       「無線航行衛星業務に関する事項」であること。 

ウ 中心周波数及び占有周波数帯幅は以下のとおりであること。 

信号 中心周波数 占有周波数帯幅 
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Ｌ１ 1575.42MHz 30.7MHz 

Ｌ２ 1227.60MHz 30.7MHz 

Ｌ５ 1176.45MHz 24.0MHz※ 

Ｌ６ 1278.75MHz 42.0MHz 

※ 施行規則第2条第61号のただし書きを適用し、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその

下限の周波数末端において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射され

る全平均電力の2.5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯とする。 

 

(14) 防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局 

ア 無線局の目的 

「公共業務用」であること。 

イ 通信事項 

        「防災対策に関する事項」 

ウ 通信の相手方 

「免許人所属の人工衛星局」であること。 

エ 移動範囲 

全国及び日本周辺海域並びにそれらの上空であること。 

オ 空中線電力 

空中線系の利得を考慮し、最大等価等方輻射電力が2デシベル(1ワットを0デシベル

とする。)以下になるものであること。 

 

 

第４ 包括免許関係 

１ （略） 

２ 電気通信業務用特定無線局以外の特定無線局 

第４ 包括免許関係 

１ （略） 

２ 電気通信業務用特定無線局以外の特定無線局 

(1)  MCA陸上移動通信を行う特定無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う特定無線局 

MCA陸上移動通信を行う特定無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う特定無線局であ

って、850MHzを超え940MHz以下(以下本項において「800MHz帯」という。)の周波数の電波

を使用するもの、又は1,455.35MHzを超え1,513MHz以下(以下本項において「1.5GHz帯」と

いう。)の周波数の電波を使用するものであって、包括免許に係るものの審査は、次の基

準により行う。 

ア～コ（略） 

 

 

MCA陸上移動通信を行う特定無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う特定無線局であって、850M

Hzを超え940MHz以下(以下本項において「800MHz帯」という。)の周波数の電波を使用するもの、又

は1,455.35MHzを超え1,513MHz以下(以下本項において「1.5GHz帯」という。)の周波数の電波を使用

するものであって、包括免許に係るものの審査は、次の基準により行う。 

(1)～（10）（略） 

(2)  防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局  

       防災対策携帯移動地球局（設備規則第49条の24の４に規定する携帯移動地球局をいう。）

であって、包括免許に係る特定無線局の審査は、第３の１に定める基準によるほか、次の基

準により行う。 

ア 運用開始の予定期日 

  運用開始の予定期日は、原則として免許の日から６か月以内であること。 

イ 最大運用数 

  最大運用数は、運用開始の日(再免許申請の場合にあっては、再免許の日)以後、免許の

有効期間中における毎年度末又は毎事業年度末の利用者数(運用数)見込み及びその算出根

拠が、過去の実績、今後の事業計画等から妥当と認められるものであること。 

ウ 工事設計等 

施行規則第15条の３第８号に掲げる規格に該当するものであるとともに、適合表示無線

設備であること。 
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